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山口県公文書等管理条例施行規則（案）の概要について 

 

１ 制定の趣旨等 

 ・ 山口県公文書等管理条例（以下「条例」という。）において規則で定めることとした

もの等、条例の施行について必要な事項を定めるもの 

 ・ 内容は、公文書等の管理に関する法律施行令に準拠したもの 

 

２ 規則の概要 

（１）特別の管理がされている公文書を保有する施設等について（第２条、第３条） 

  〇 趣旨 

    条例第２条第２項第３号において、「山口県文書館その他規則で定める施設におい

て、規則で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資

料として特別の管理がされているもの」については、条例が適用される「公文書」

から除外すると規定しているため、「規則で定める施設」「規則で定めるところ」に

ついて規定するもの 

  〇 規則で定める施設（第２条） 

    昨年度実施した「特別の管理がされている公文書を保有している施設等」に関す

る調査で実施機関から回答があった１３施設を「特別の管理がされている公文書を

保有する施設」として規定する。（山口県文書館は条例に規定しているため、それ以

外の１２施設を施行規則で規定） 

   《特別の管理がされている公文書を保有する１３施設》 

山口県政資料館 山口県刊行物センター 
山口県総合企画部統計分析

課統計資料室 

山口県点字図書館 山口県立美術館 
山口県立萩美術館・浦上記

念館 

山口県埋蔵文化財センター 山口県議会図書室 山口県立山口図書館 

山口県文書館 山口県立博物館 
公立大学法人山口県立大学

図書館 

公立大学法人山口県立大学

郷土文学資料センター 
 

 

  〇 規則で定めるところ（特別の管理の具体的な方法）（第３条） 

 

   ① 専用の場所において適切に保存されていること。 

   ② 目録が作成され、当該目録が一般の閲覧に供されていること。 

   ③ 個人情報や法人情報が記載されている場合や原本の破損・汚損の恐れが

ある場合などを除き、一般の利用の制限が行われていないこと。 

   ④ 利用の方法及び期間に関する定めがあり、当該定めが一般の閲覧に供さ

れていること。 

   ⑤ 個人情報が記録されている場合は、個人情報漏洩防止のために必要な措

置を講じていること。  

資料４ 
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（２）歴史資料として重要な文書の基準について（第４条） 

  〇 趣旨 

    条例第２条第３項では「歴史公文書」の定義について「公文書のうち、歴史資料

として重要な公文書として規則で定める基準に該当するもの」と規定しているため、

歴史公文書に該当するための基準を規定するもの 

※ 歴史公文書に該当する公文書のうち保存期間を満了したものを知事（文書館）

に移管することになる。 

 

  〇 基準 

 

① 実施機関の組織及び機能並びに政策の検討過程、決定、実施及び実績に

関する重要な情報が記録されていること。 

② 県民の権利及び義務に関する重要な情報が記録されていること。 

③ 県民を取り巻く社会環境、自然環境等に関する重要な情報が記録されて

いること。 

④ 県の歴史、文化、学術、事件等に関する重要な情報が記録されているこ

と。 

 

（３）簿冊等の保存期間について（第５条） 

  〇 趣旨 

条例第５条第１項及び第３項では公文書、簿冊について「規則に定めるところに

より、～保存期間を設定」すると規定しているため、保存期間に関連する事項を規

定するもの 

 

  〇 保存期間等 

   ① 公文書の保存期間（第２項） 

    ア 法令等で保存期間が定められているもの 

     ⇒ 当該法令等で定められている期間 

    イ ア以外のもの 

     ⇒ 実施機関が公文書管理規程で定める期間 

        ※ 公文書管理規程において保存期間の基準を設ける。 

   ② 歴史公文書の保存期間（第３項） 

     １年以上の保存期間を設定 

   ③ 公文書、簿冊の保存期間の起算日（第４項、第６項） 

    ・ 通常は、文書作成取得日、簿冊作成日の属する年度の翌年度の４月１日 

    ・ 起算日を１月１日として、暦年で管理することも可能。 

    ・ ２年分の公文書を簿冊にまとめる場合は、公文書管理規程で定める起算日と

することが可能 

      例：令和３年度、４年度で条例の制定作業を行った場合、令和３年度に作成

取得した公文書の起算日を令和５年４月１日とする。 

 

   ④ 簿冊の保存期間（第５項） 

     簿冊には保存期間を同じくする公文書をまとめるため、簿冊にまとめられた公
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文書の保存期間を簿冊の保存期間とする。 

   ⑤ 附帯する事務又は事業に関するものの保存期間（第７項） 

     附帯する事務又は事業に関する公文書については、元になる事務又は事業と同

じ簿冊にまとめることができることとし、当該公文書の保存期間は当該簿冊の保

存期間とすることが可能。  

     例：令和４年度に条例を制定（元になる事務）し、令和５年度に条例に関する

説明会（附帯する事務）を実施した場合、説明会に関する公文書の保存期

間を令和４年度に作成した簿冊の保存期間とし、当該簿冊にまとめること

が可能。 

 

（４）保存期間の延長（第６条） 

  〇 趣旨 

    条例第５条第４項では保存期間が満了する日を「規則で定めるところにより、延

長することができる。」と規定されているため、保存期間を延長する場合について規

定するもの 

 

  〇 保存期間の延長 

① 延長しなければならないもの、延長する期間（第１項） 

対 象 延長する期間 

現に監査、検査等の対象になっている

もの 

監査、検査等が終了するまでの間 

現に係属している訴訟における手続に

必要なもの 

訴訟が終結するまでの間 

現に係属している不服申立てにおける

手続に必要なもの 

不服申立てに対する裁決又は決定の日

の翌日から起算して１年間 

情報公開条例に基づく開示請求のあっ

たもの 

開示に関する決定の日の翌日から起算

して１年間 

個人情報保護法に基づく開示の請求等

があったもの 

請求に対する決定の日の翌日から起算

して１年間 

 

   ② 実施機関が職務上必要があると認めるとき（第２項） 

     一定の期間を定めて延長することが可能 

      ※ 必要以上に延長することがないよう留意する必要あり。  

   ※ 保存期間満了後に条例第 8 条第１項の規定に基づき新保存期間等を設定する場

合も同様とする。（第９条） 

 

（５）簿冊管理簿の記載事項等について（第７条） 

  〇 趣旨 

    条例第７条第１項では「規則で定めるところにより、～簿冊管理簿に記載しなけ

ればならない。」と規定しているため、簿冊管理簿に記載する事項について規定する

もの 
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  〇 簿冊管理簿の記載事項 

 

   ① 条例に例示されている事項を記載事項とするもの 

    ・ 分類 

    ・ 名称 

    ・ 保存期間 

    ・ 保存期間の満了する日 

    ・ 保存期間が満了したときの措置 

    ・ 保存場所 

   ② ①に加えて記載事項とするもの 

    ・ 文書作成取得日、簿冊作成日の属する年度 

    ・ 文書作成取得日、簿冊作成日における主管していた所属 

    ・ 媒体の種別 

    ・ 簿冊等を主管している所属 

 

（６）簿冊管理簿に記載することを要しない簿冊等の保存期間について（第８条） 

  〇 趣旨 

    条例第７条第１項において、簿冊管理簿に簿冊等の保存期間などを記載すること

としているが、同項ただし書では「規則で定める期間未満の保存期間が設定された

簿冊等については、この限りでない」と規定しているため、簿冊管理簿に記載する

ことを要しない簿冊等の保存期間について規定するもの 

 

  〇 簿冊管理簿に記載することを要しない簿冊等の保存期間 

    １年未満とする。 

     ※ 実務では、保存期間を満了した簿冊等の新保存期間等の設定、移管又は廃

棄処理を行った後に簿冊管理簿の内容を確定するため、保存期間１年未満の

簿冊等は廃棄等されているため、簿冊管理簿に記載されることはない。 

 

（７）軽微な変更（第 10条） 

  ○ 趣旨   

    条例第 34条第２号において、公文書管理指針を変更する際は山口県公文書管理委

員会に諮問することとされているが、「規則で定める軽微な変更」については除くこ

ととされているため、軽微な変更の内容について規定するもの 

 

  ○ 軽微な変更 

    形式的な変更 

    例：法令等の制定若しくは改廃又は実施機関の組織の変更に伴う規定、用語の整

理、条、項又は号の繰上げ、繰下げなど  

 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日（条例の施行日と同日） 

 


